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絶縁油中のＰＣＢ分析における試験検査結果書並びに分析依頼用紙変更！ 

絶縁油 PCB 分析試験検査結果書に総重量の記載のご要望が増えていることから、

この度、5 月 1 日より、試験検査結果書と分析依頼用紙の記載内容を変更させていただき、

総重量欄を追加させていただきました。新しい依頼用紙の記載例は下記 URL をご参照

下さい。 http://www.knights.jp/ana/pcb/pcbiraiyoushicm.pdf 

米国消費者製品安全委員会（CPSC)は 2017 年 10 月 27 日、「消費者製品安全改善法（CPSIA）」に 

基づき、玩具および育児用品中の特定フタル酸エステル類の含有制限を強化する規則を官報公示

し、2018 年 4 月 25 日に施行することを発表しました。 

これにより、現在 6 物質であったフタル酸エステル類の規制項目が 8 物質となり、対象品目も 

「玩具及び育児用品」と「子供が口に含む可能性のある玩具及び育児用品」から「玩具及び育児用

品」に統一されました。また、DIBP、DPP、DHP、DCHP が追加された一方、DNOP、DIDP についてはリスク

が小さいと判断され、規制対象外となりました。 

 

 CAS No 現状の対象品目 改正後の対象品目 

DEHP 117-81-7 玩具及び育児用品 玩具及び育児用品 

DBP 84-74-2 玩具及び育児用品 玩具及び育児用品 

BBP 85-68-7 玩具及び育児用品 玩具及び育児用品 

DINP 28553-12-0,68515-48-0 
口に含む可能性のある玩具

及び育児用品 
玩具及び育児用品 

DIDP 26761-40-0,68515-49-1 
口に含む可能性のある玩具

及び育児用品 
規制対象外 

DNOP 117-84-0 
口に含む可能性のある玩具

及び育児用品 
規制対象外 

DIBP 84-69-5 規制対象外 玩具及び育児用品 

DPP 131-18-0 規制対象外 玩具及び育児用品 

DHP 84-75-3 規制対象外 玩具及び育児用品 

DCHP 84-61-7 規制対象外 玩具及び育児用品 

 

当社においては今回追加された 4 物質については現在対応準備中ですが、フタル酸エステル類 

についてはCPSIAの分析方法のCPSCに加え IEC62321-8や EN14372などさまざまな分析方法で対

応しております。 

ご不明な点等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 
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